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日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
治
体
間
関
係

｜
｜
日
本
側
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
手
掛
か
り
と
し
て
｜
｜

平

井

一

臣
・
土

肥

勲

嗣
・
出

水

薫

は
じ
め
に

一

日
韓
自
治
体
間
交
流
の
歩
み

（
一
）
停
滞
期
｜
日
韓
基
本
条
約
締
結
か
ら
民
主
化
ま
で

（
二
）
拡
大
定
着
期
｜
民
主
化
と
冷
戦
の
崩
壊

（
三
）
急
増
期
｜
韓
流
ブ
ー
ム
と
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催

二

日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
治
体
間
関
係
の
変
容

（
一
）
歴
史
問
題
の
政
治
問
題
化
｜
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題

（
二
）
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
自
治
体
間
交
流

（
三
）
二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題

三

日
本
側
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
み
る
日
韓
自
治
体
間
関
係

（
一
）
調
査
結
果
の
概
要

（
二
）
若
干
の
考
察

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
日
韓
両
国
の
国
家
間
関
係
が
急
速
に
緊
密
化
す
る
な
か
で
生
じ
る
軋
み
や
捻
れ
の
問
題
を
、
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
の
観
点

か
ら
、
と
く
に
日
韓
双
方
の
地
方
自
治
体
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
行
う
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
。

第
一
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
日
韓
関
係
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
主
と
し
て
国
家
間
の
外
交
関
係
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る１

）
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
国
家
以
外
の
様
々
な
ア
ク
タ
ー
を
視
野
に
入
れ
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
り
、
日
韓
関
係
も
例
外
で
は
な
い２

）
。

第
二
に
、
国
家
間
の
様
々
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
家
間
の
外
交
レ
ベ
ル
で
の
努
力
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
日
韓
両
国

の
よ
う
に
そ
れ
な
り
に
市
民
社
会
が
発
展
し
た
国
家
間
関
係
に
お
い
て
は
、市
民
社
会
間
の
関
係
の
あ
り
方
も
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会
間
の
関
係
の
緊
密
化
と
相
互
理
解
が
、
国
家
間
関
係
の
緊
張
を
緩
和
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か３

）
。

も
ち
ろ
ん
、
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
が
国
家
間
関
係
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
生
み
出
す
わ
け

で
は
な
い
。
国
家
間
の
緊
張
関
係
が
、
国
家
以
外
の
市
民
社
会
に
急
速
に
浸
透
す
る
な
か
で
草
の
根
レ
ベ
ル
の
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
近
年
の
日
本
に
お
け
る
「
嫌
韓
流
」
の
流
布
な
ど
が
、
そ
の
一
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
市
民
社
会
の
動
向
は
、
両
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
間
の
緊
張
を
緩
和
す
る
役
割
を
果
た
す
可
能
性
を
有
す
る
一
方
で
、

時
に
は
国
家
間
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
を
さ
ら
に
周
辺
か
ら
高
め
る
役
割
を
果
た
す
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

第
三
の
理
由
は
、
こ
の
点
に
関
わ
る
。
本
稿
が
、
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
地
方
自
治
体
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
市
民
社
会
が
有
す

る
こ
う
し
た
二
面
性
に
留
意
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
地
方
自
治
体
の
場
合
、
一
方
で
国
家
か
ら
は
相
対
的
に
自
立
し
て
、

地
域
住
民
を
代
表
す
る
団
体
、
す
な
わ
ち
地
域
レ
ベ
ル
で
の
市
民
社
会
の
意
識
や
動
向
を
反
映
す
る
団
体
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
性
格
を

有
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
地
方
自
治
体
の
も
う
一
つ
の
顔
は
、
中
央
政
府
と
緊
密
な
関
係
を
も
つ
地
方
政
府
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
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地
方
自
治
体
は
、
市
民
社
会
に
存
在
す
る
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
中
央
政
府
の
影
響
を
受
け
や
す
い
ア
ク
タ
ー
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
国
家
間
の
緊
張
関
係
と
市
民
社
会
レ
ベ
ル
の
相
互
関
係
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
る
う
え
で
、
地
方
自
治
体
は
適
当

な
対
象
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る４

）
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
設
定
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
の
こ
れ
ま
で
の
推
移
と
現
状
の
概
要
を
整
理
し
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う５

）
。
次
に
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
に
お
い
て
日
韓
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
三
つ
の
事
例

に
着
目
す
る
。
一
つ
目
は
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
、
二
つ
目
は
一
九
九
二
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
生
じ
た
従
軍
慰
安
婦
問
題
、

三
つ
目
は
二
〇
〇
一
年
に
生
じ
た
歴
史
教
科
書
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
が
そ
れ
ぞ
れ
日
韓
双
方
の
自
治
体
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
与
え
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題

が
自
治
体
間
交
流
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
転
換
期
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
最
後
に
、

二
〇
〇
〇
年
代
の
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
自
治
体
間
交
流
に
与
え
た
影
響
の
内
実
を
考
察
す
る
。
韓
国
と
姉
妹
都
市
提
携
を
結
ん

で
い
る
日
本
の
自
治
体
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
手
掛
か
り
に
、
二
〇
〇
五
年
の
竹
島
╱
独
島
問
題
、
二
〇
〇
八
年
の
教
科

書
問
題
が
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
い
。

一

日
韓
自
治
体
間
交
流
の
歩
み

（
一
）
停
滞
期
｜
日
韓
基
本
条
約
締
結
か
ら
民
主
化
ま
で

日
韓
の
自
治
体
で
最
も
早
い
時
期
に
交
流
を
開
始
し
た
の
は
、
山
口
県
萩
市
と
蔚
山
市
で
あ
る
。
交
流
協
定
が
結
ば
れ
た
の
は
一
九
六
八

年
一
〇
月
で
あ
る
が
、
萩
市
か
ら
蔚
山
市
に
対
し
て
最
初
に
交
流
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
の
は
一
九
六
三
年
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一

九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
成
立
以
前
か
ら
、
両
市
の
間
で
の
交
流
の
模
索
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
萩
市
と
蔚
山
市
は
極
め
て
早
い
段
階
か
ら
交
流
を
開
始
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
た
る
理
由
は
、
地
理
的
に
両
市
の
距
離
が
非
常
に
近

く
、
ま
た
、
両
市
共
に
当
時
は
水
産
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
漁
場
を
め
ぐ
る
問
題
を
か
か
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
漁
業
者
の
不
安
に
対
応
す
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る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
蔚
山
市
と
の
交
流
が
考
え
ら
れ
た
と
い
う
。
今
日
の
蔚
山
市
は
、
現
代
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
を
代
表
す
る
大
企

業
の
工
業
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
る
が
、
萩
市
が
協
定
を
締
結
し
た
当
時
は
人
口
一
〇
万
人
に
満
た
な
い
中
規
模
の
都
市
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
水
産
業
と
言
う
共
通
の
産
業
の
み
な
ら
ず
、
規
模
的
に
も
類
似
の
自
治
体
同
士
の
交
流
と
い
う
性
格
も
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
六
〇
年
代
に
韓
国
の
都
市
と
姉
妹
都
市
交
流
を
結
ん
だ
の
は
萩
市
と
蔚
山
市
だ
け
で
あ
り
、
日
韓
間
の
自
治
体
間
交
流
は
極
め
て
低
調

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
徐
々
に
韓
国
と
の
姉
妹
都
市
交
流
は
増
え
て
く
る
。
一
九
七
〇
年
に
奈
良
市
と
慶
州
市
、
七
三
年
に
狭
山
市

と
統
營
市
、
七
四
年
に
寒
河
江
市
と
安
東
市
、
七
五
年
に
七
尾
市
と
金
泉
市
、
七
六
年
に
下
関
市
と
釜
山
広
域
市
、
七
七
年
に
小
浜
市
と
慶

州
市
、
七
八
年
に
太
宰
府
市
と
扶
餘
郡
扶
餘
邑
、
七
九
年
に
福
山
市
と
浦
項
市
、
と
い
う
よ
う
に
大
体
一
年
に
一
つ
の
ペ
ー
ス
で
姉
妹
都
市

締
結
が
な
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
七
〇
年
代
の
姉
妹
都
市
締
結
の
な
か
に
占
め
る
韓
国
の
比
重
は
小
さ
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
回
復
を
契
機
に
、
日
中
間
の
自
治
体
間
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
一
九
六
五
年
の
日
韓

基
本
条
約
の
締
結
は
、
日
韓
間
の
自
治
体
間
交
流
を
促
進
さ
せ
る
契
機
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
中
国
交
回
復
の
年

か
ら
の
一
〇
年
間
（
七
二
年
〜
八
一
年
）
の
間
に
日
中
間
で
は
三
一
件
の
姉
妹
都
市
交
流
が
締
結
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
韓
基
本
条
約
締

結
後
の
一
〇
年
間
（
六
五
年
〜
七
四
年
）
の
間
に
日
韓
間
で
締
結
さ
れ
た
姉
妹
都
市
交
流
は
わ
ず
か
四
件
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
九
州
・
山
口
地
区
の
な
か
で
、
萩
市
に
次
い
で
韓
国
の
自
治
体
と
の
交
流
を
開
始
し
た
の
は
、
同
じ
山
口
県
内
の
自
治
体
で
あ
る

下
関
市
で
あ
っ
た
。
下
関
市
は
、
戦
前
の
関
釜
連
絡
船
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
植
民
地
期
に
お
け
る
日
本
と
韓
国
の
人
、
モ
ノ
の
流
れ
の

結
節
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
も
あ
り
、
一
九
七
六
年
に
釜
山
市
と
交
流
協
定
を
締
結
し
た
。
た
だ
し
、
下
関
市
以
外

で
あ
っ
て
も
、
九
州
・
山
口
地
区
に
は
地
理
的
に
韓
国
と
近
接
し
、
歴
史
的
に
も
様
々
な
交
流
が
あ
っ
た
自
治
体
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ

う
な
九
州
・
山
口
地
区
に
あ
っ
て
も
自
治
体
間
の
姉
妹
都
市
交
流
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
拡
大
定
着
期
｜
民
主
化
と
冷
戦
の
崩
壊

日
韓
間
の
姉
妹
都
市
交
流
は
八
〇
年
代
に
入
っ
て
も
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
八
七
年
の
民
主
化
へ
の
移
行
以
前
に
締
結
さ
れ
た
日
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韓
間
の
姉
妹
都
市
締
結
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

敦
賀
市

東
海
市
（
一
九
八
一
年
）

玉
野
市

統
營
市
（
一
九
八
一
年
）

唐
津
市

麗
水
市
（
一
九
八
二
年
）

秩
父
市

江
陵
市
（
一
九
八
三
年
）

黒
石
市

永
川
市
（
一
九
八
四
年
）

別
府
市

木
浦
市
（
一
九
八
四
年
）

北
見
市

晋
州
市
（
一
九
八
五
年
）

対
馬
市

釜
山
広
域
市
影
島
区
（
一
九
八
六
年
）

七
〇
年
代
に
比
べ
る
と
若
干
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
低
調
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
九
州
・
山
口
地
区
で
見
て

み
る
と
、
名
護
屋
城
の
所
在
地
で
あ
る
唐
津
市
や
朝
鮮
通
信
使
の
歴
史
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
対
馬
の
厳
原
町
（
現
対
馬
市
）
が

こ
の
時
期
に
姉
妹
都
市
締
結
を
行
っ
て
お
り
、
歴
史
面
で
の
日
韓
関
係
の
問
題
が
次
第
に
姉
妹
都
市
締
結
の
促
進
要
因
に
な
っ
て
き
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
日
韓
姉
妹
都
市
締
結
の
低
調
さ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
後
の
姉
妹
都
市
締
結
ラ
ッ
シ
ュ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
韓
国
の

民
主
体
制
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
末
ま
で
の
朴
正
煕
政
権
か
ら
八
〇
年
の
光
州
事
件
を
経
て
成
立
し

た
全
斗
煥
政
権
ま
で
、
韓
国
で
は
長
ら
く
軍
部
が
強
力
な
影
響
力
を
有
す
る
権
威
主
義
体
制
が
続
い
た
。
八
七
年
の
六
月
抗
争
は
、
こ
う
し

た
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
を
民
衆
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
民
主
体
制
へ
と
移
行
さ
せ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
ソ
ウ
ル
・
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
や
九
〇
年
代
の
冷
戦
の
崩
壊
と
も
連
動
し
た
韓
国
外
交
の
新
展
開
（
中
国
や
ソ
連
と
の
国
交
樹
立
）
に
よ
り
、
日
韓
関
係
も

ま
た
急
激
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
、
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
も
急
速
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
八
七
年
の
民
主
化
以
降
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
韓
間
の
姉
妹
都
市
締
結
の
件
数
の
推
移
を
辿
っ
て
み
る
と
、
八
七
年
（
二

件
）、
八
八
年
（
一
件
）、
八
九
年
（
三
件
）、
九
〇
年
（
三
件
）、
九
一
年
（
八
件
）、
九
二
年
（
三
件
）、
九
三
年
（
三
件
）、
九
四
年
（
二
件
）、
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九
五
年
（
二
件
）、
九
六
年
（
五
件
）、
九
七
年
（
四
件
）、
九
八
年
（
四
件
）、
九
九
年
（
三
件
）
と
い
う
よ
う
に
、
八
八
年
を
除
い
て
毎
年

複
数
件
の
締
結
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
確
実
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
交
流
活
動
が
定
着
し

て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
急
増
期
｜
韓
流
ブ
ー
ム
と
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
九
〇
年
代
ま
で
の
拡
大
と
定
着
の
時
期
を
受
け
て
、
自
治
体
間
交
流
が
急
増
す
る
出
来
事
が
お
き
た
。
一
つ

は
韓
流
ブ
ー
ム
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
二
〇
〇
二
年
の
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
韓
共
催
で
あ
る
。日
本
に
お
け
る
韓
流
ブ
ー
ム
の
き
っ

か
け
は
、
ド
ラ
マ
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
の
放
映
、
と
り
わ
け
主
演
男
優
で
あ
っ
た
ペ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
人
気
の
爆
発
（「
ヨ
ン
様
ブ
ー
ム
」）
に
あ
っ

た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
同
ド
ラ
マ
を
放
映
し
た
の
は
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
の
翌
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
三
年
四
月
か
ら
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
人
の
流
れ
を
一
気
に
大
衆
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
同
時
に
ま
た
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
は

若
者
層
、
韓
流
ブ
ー
ム
は
女
性
層
と
言
う
、
従
来
韓
国
に
対
し
て
さ
ほ
ど
関
心
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
層
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
の
日
韓
の
姉
妹
都
市
締
結
数
の
推
移
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
（
二
件
）、
二
〇
〇
一
年
（
二
件
）、
二
〇
〇
二
年
（
七
件
）、
二
〇
〇
三
年
（
七
件
）、
二
〇
〇
四
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
五
年

（
五
件
）、
二
〇
〇
六
年
（
四
件
）、
二
〇
〇
七
年
（
五
件
）、
二
〇
〇
八
年
（
二
件
）、
二
〇
〇
九
年
（
五
件
）、
二
〇
一
〇
年
（
五
件
）

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
と
く
に
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
共
催
と
韓
流
ブ
ー
ム
に
よ
り
、
日
韓
の
自
治
体
間
交
流

は
一
挙
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た６

）
。

以
上
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
た
日
韓
間
の
自
治
体
間
交
流
で
あ
る
が
、
日
韓
両
国
の
自
治
体
数
を
考
え
る
と
、
今
後
の
締
結
数
は
そ
れ
ほ

ど
急
激
に
増
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
間
締
結
さ
れ
た
姉
妹
都
市
締
結
を
出
発
点
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
実
質
的
な
交
流

を
積
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
日
韓
双
方
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
バ
イ
ラ
テ
ィ
ラ
ル
な
自
治
体
間
交
流
か
ら
、
マ
ル
チ
ラ
テ
ィ
ラ
ル
な
自
治
体
間
交
流
へ
と
切
り
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替
わ
り
つ
つ
あ
る７

）
。
中
国
の
成
長
や
、
昨
今
の
東
ア
ジ
ア
共
同
体
論
議
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
こ
う
し
た
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
に
ち

が
い
な
い
。
東
ア
ジ
ア
の
政
治
・
経
済
・
社
会
全
体
の
動
き
の
中
で
、
日
韓
双
方
の
自
治
体
間
交
流
を
位
置
づ
け
る
作
業
も
今
後
は
不
可
欠

と
な
る
だ
ろ
う
。

二

日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
治
体
間
関
係
の
変
容

次
に
、
日
本
と
韓
国
と
い
う
国
家
間
関
係
が
、
両
国
の
自
治
体
間
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
み
て
い
く
。
一
九
八
〇
年

代
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
間
に
日
韓
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
様
々
な
問
題
の
う
ち
の
以
下
の
三
つ
の
事
例
に
焦
点
を
当
て
る
。
一
つ

目
は
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
、
二
つ
目
は
一
九
九
二
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
生
じ
た
従
軍
慰
安
婦
問
題
、
三
つ
目
は
二
〇
〇
一

年
に
生
じ
た
歴
史
教
科
書
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
が
そ
れ
ぞ
れ
日
韓
双
方
の
自
治
体
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
、
あ
る
い
は
与
え
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
以
外
に
も
、
日
韓
間
で
は
様
々
な
問
題
が
生

じ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
本
稿
の
分
析
を
進
め
る
う
え
で
必
要
な
限
り
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
韓
双
方
の
自
治
体
は
、
日
韓
間
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
先
鋭
化
す
る
事
態
が
発
生
す
る
な
か
で
一
体
ど
の
よ
う
な
行
動
を
選
択
し
た
の

だ
ろ
う
か８

）
。
そ
し
て
そ
の
行
動
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
事
例
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
日
韓
双
方
の
変
化
、
あ
る
い
は
日
韓
関
係
そ
れ
自
体
の
変
化
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
）
歴
史
問
題
の
政
治
問
題
化
｜
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題９

）

日
韓
の
間
で
最
初
に
歴
史
教
科
書
問
題
が
政
治
問
題
な
い
し
は
外
交
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
は
一
九
八
二
年
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同

年
六
月
二
六
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
が
、
第
一
面
で
「
教
科
書
さ
ら
に
『
戦
前
』
復
権
へ
」
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
て
こ
の
問
題
を
大
き

く
取
り
上
げ
、
歴
史
教
科
書
の
記
述
の
う
ち
「
侵
略
」
を
「
進
出
」
と
書
き
換
え
る
な
ど
の
検
定
意
見
が
出
さ
れ
た
と
報
じ
た10

）
。
七
月
に
入

り
中
国
、
韓
国
か
ら
の
強
い
批
判
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
批
判
の
声
は
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
ま
で
波
及
し
、
日
本
の
歴
史
認
識
が
ア
ジ
ア
各
国
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で
問
わ
れ
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
っ
た
。
結
局
、
八
月
二
六
日
に
、
官
房
長
官
談
話
が
発
表
さ
れ
、
近
隣
諸
国
の
声
に
配
慮
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
、
事
態
は
収
束
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
。

さ
て
、
八
二
年
に
歴
史
教
科
書
問
題
が
発
生
し
た
時
期
、
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ

の
時
期
ま
で
の
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
の
状
況
に
つ
い
て
、
姉
妹
都
市
関
係
を
結
ん
で
い
た
都
市
の
数
を
確
認
し
て
お
こ
う11

）
。

日
韓
の
自
治
体
間
で
の
最
初
の
姉
妹
都
市
提
携
は
、
先
述
の
と
お
り
、
山
口
県
萩
市
と
韓
国
の
蔚
山
市
で
あ
っ
た
。
六
〇
年
代
に
姉
妹
都

市
締
結
を
行
っ
た
の
は
こ
の
一
件
だ
け
で
あ
り
、
七
〇
年
代
の
姉
妹
都
市
締
結
件
数
は
一
〇
件
、
八
〇
年
代
に
入
り
教
科
書
問
題
が
発
生
す

る
八
二
年
七
月
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
の
は
、
四
件
で
あ
る
。
八
二
年
ま
で
の
総
計
が
一
五
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
発
生
に
至
る
ま
で
の
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
六
五
年
に
日
韓
基
本
条
約
が
締
結
さ

れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
活
発
な
自
治
体
間
交
流
が
な
さ
れ
る
状
況
に
は
程
遠
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
自
治
体
間
交
流
が
低
調
で
あ
っ
た
の
は
、
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

第
一
に
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
同
条
約
は
、
日
韓
両
国
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
充
分

な
支
持
を
得
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
論
の
反
対
を
押
し
切
る
形
で
政
府
間
の
妥
協
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
そ
の
た
め
、
日

韓
関
係
は
ご
く
限
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

次
に
、
韓
国
の
政
治
体
制
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
八
〇
年
代
前
半
ま
で
の
韓
国
は
、
権
威
主
義
体
制
が
続
い
て
お

り
、
地
方
自
治
も
凍
結
さ
れ
中
央
の
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

第
一
、
第
二
の
問
題
と
関
連
す
る
が
、
文
化
交
流
の
厳
し
い
制
約
と
い
う
問
題
も
自
治
体
間
交
流
を
阻
む
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
韓
国
に
お
い
て
日
本
文
化
は
基
本
的
に
容
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
日
本
に
お
い
て
も
韓
国
に

関
す
る
文
化
面
で
の
関
心
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
発
生
時
に
お
い
て
、
日
韓
間
の
自
治
体
間
交
流
は
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

国
家
間
の
緊
張
の
高
ま
り
が
、
大
規
模
な
形
で
自
治
体
間
交
流
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
自
治
体
間
交
流

従
軍
慰
安
婦
問
題
が
社
会
的
に
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
の
は
、
一
九
九
一
年
八
月
に
韓
国
の
元
従
軍
慰
安
婦
が
名
乗
り
出
て
、
同
年
一
二

月
、
日
本
政
府
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
。
九
二
年
一
月
一
六
日
に
訪
韓
し
た
宮
沢
首
相
は
、
首
脳
会
談
や
韓
国
国

会
で
謝
罪
を
行
っ
た
。
翌
年
八
月
四
日
、
日
本
政
府
は
「
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
第
二
次
調
査
報
告
結
果
」
を
発
表
し
、
合
わ
せ
て
河
野
官

房
長
官
が
談
話
を
発
表
、
慰
安
所
設
置
へ
の
旧
日
本
軍
の
関
与
を
認
め
る
と
と
も
に
謝
罪
の
意
思
を
表
明
し
た
。
こ
の
河
野
談
話
に
対
し
て
、

韓
国
外
務
省
も
評
価
す
る
声
明
を
発
表
し
、
以
後
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
従
軍
慰
安
婦
を
め
ぐ
る
日
韓
間
の
激
し
い
対
立
は
沈
静
化

し
て
い
っ
た
。

で
は
、
こ
の
時
期
ま
で
の
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
ど
の
よ
う
に
進
展
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
教
科
書
問
題
が
起
っ
た
一
九
八
二

年
夏
以
降
、
宮
沢
訪
韓
の
一
九
九
二
年
一
月
ま
で
の
姉
妹
都
市
提
携
状
況
を
見
る
と
、
八
二
年
か
ら
九
二
年
ま
で
の
約
一
〇
年
間
で
三
二
件

の
姉
妹
都
市
提
携
が
成
立
し
た
。
明
ら
か
に
八
二
年
ま
で
の
状
況
と
は
大
き
く
変
化
し
、
日
韓
間
の
自
治
体
間
交
流
が
盛
ん
に
な
り
始
め
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
一
九
八
八
年
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。
三
一
件
の
姉
妹
都
市
提
携
の
う
ち
実
に
二
一
件
が
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
年
の
八
八
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て
結

ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
一
年
三
月
に
は
韓
国
で
地
方
議
会
選
挙
が
復
活
し
、
宮
沢
訪
韓
に
際
し
て
の
首
脳
会
談
に
お
い
て
「
日

韓
自
治
体
交
流
促
進
会
議
」
構
想
が
合
意
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
は
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
を
本
格
化
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
が
整
備

さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
八
七
年
以
降
の
韓
国
の
政
治
体
制
の
転
換
、
す
な
わ
ち
権
威
主
義
体
制
か
ら
自
由
民
主
主
義

体
制
へ
の
転
換
が
自
治
体
間
交
流
を
拡
大
さ
せ
る
の
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
っ
て
両
国
間
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
も
の
の
、
九
〇
年
代
初
頭
の
自
治
体
間
交
流
に
大
き
く
影

響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
始
め
つ
つ
あ
っ
た
日
韓
の
自
治
体
間
交

流
に
つ
い
て
、
未
来
志
向
の
構
想
を
い
か
に
つ
く
る
の
か
と
い
う
点
に
人
々
の
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
沢
訪
韓

前
後
の
時
期
に
、
環
日
本
海
圏
構
想
や
北
部
九
州
と
朝
鮮
半
島
南
部
の
自
治
体
に
よ
る
広
域
的
な
連
携
の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

が
、
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。

― ―81



（
三
）
二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題

一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
以
降
、
歴
史
教
科
書
問
題
は
『
新
編
日
本
史
』
を
め
ぐ
っ
て
波
紋
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の12

）
、

八
二
年
ほ
ど
の
大
問
題
に
ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
六
年
に
結
成
さ
れ
た
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
を

中
心
に
し
て
作
ら
れ
た
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
が
二
〇
〇
一
年
の
教
科
書
検
定
に
合
格
し
、
教
科
書
採
択
率
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
韓
国
・

中
国
か
ら
強
い
批
判
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
紛
糾
の
な
か
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
各
地
の
自

治
体
間
交
流
が
中
止
や
延
期
に
な
る
な
ど
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
自
治
体
間
交
流
へ
の
影
響
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
治
体
間
交
流
へ
の
具
体
的
な
影
響
を
見
る
前
に
、
一
九
九
二
年
の
宮
沢
訪
韓
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
至
る
ま
で
の
日
韓
関
係
の
変
化
を
、

自
治
体
間
交
流
を
中
心
に
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
約
一
〇
年
間
の
間
の
姉
妹
都
市
締
結
で
あ
る
が
、
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
と
し
た
姉
妹
都
市
締
結
の
増
加
傾
向
は
、
九

〇
年
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
。
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
締
結
さ
れ
た
姉
妹
都
市
の
件
数
は
四
三
件
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
姉
妹
都
市
の
よ
う
な
個
々
の
自
治
体
間
の
交
流
ば
か
り
で
な
く
、
複
数
の
自
治
体
に
よ
る
広
域
的
な
自
治
体
間
交
流
が
、
こ
の
時

期
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
新
潟
市
な
ど
を
中
心
と
し
た
北
東
ア
ジ
ア
経
済
会
議
の
最
初
の
開
催
が
一
九
九
〇
年
、
日

韓
海
峡
沿
岸
県
市
道
知
事
交
流
会
議
は
一
九
九
二
年
八
月
に
第
一
回
会
議
を
開
催13

）
、
新
潟
県
・
新
潟
市
の
財
団
法
人
環
日
本
海
経
済
研
究
所

（
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ａ
）
の
設
立
は
一
九
九
三
年
で
あ
る14

）
。

こ
う
し
た
自
治
体
間
交
流
の
発
展
と
と
も
に
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
従
来
の
政
治
・
経
済
を
中
心
と
す
る
交
流
だ
け
で
な

く
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
文
化
面
で
の
交
流
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
、
な
い
し
は
文
化
面
で
の
交
流
を
促
進
す
る
条
件
が
整
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
八
年
九
月
に
訪
日
し
た
金
大
中
大
統
領
は
、
小
渕
恵
三
首
相
と
の
首
脳
会
談
に
お
い
て
「
二
一
世
紀
新
た

な
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
共
同
宣
言
」
と
そ
の
付
属
文
書
で
あ
る
「
行
動
計
画
」
を
共
同
発
表
し
、
そ
こ
に
は
過
去
の
歴
史
に
関
す
る
日

本
側
の
謝
罪
が
文
書
の
形
で
記
載
さ
れ
、
文
化
面
も
含
め
た
包
括
的
な
協
力
関
係
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
訪
日

翌
月
の
一
〇
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
基
本
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
日
本
の
大
衆
文
化
を
段
階
的
に
開
放
す
る
と
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
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第
二
次
歴
史
教
科
書
問
題
は
、日
韓
関
係
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
良
好
で
順
調
に
進
展
す
る
か
に
見
え
た
時
期
に
ま
さ
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
第
二
次
歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
緊
張
は
、
自
治
体
間
交
流
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

事
業
や
催
し
の
中
断
や
延
期
が
続
出
し
た
の
で
あ
る15

）
。

さ
て
、
二
〇
〇
一
年
の
第
二
次
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
自
治
体
間
交
流
に
関
す
る
こ
う
し
た
事
態
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
一
九
八
二
年
以
降
、
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
は
し
ば
し
ば
生
じ
て
き
た
が
、
自
治
体
間
交
流

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
先

に
説
明
し
た
よ
う
に
、
日
韓
関
係
の
多
元
化
と
自
治
体
間
交
流
の
量
的
拡
大
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
自
治
体
間
交
流
の
中
止
や
延
期
は
、
当
初
は
主
と
し
て
韓
国
側
自
治
体
か
ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
側
自
治
体

は
、
当
初
国
家
間
の
問
題
と
自
治
体
間
関
係
を
区
別
す
る
考
え
を
示
し
、
自
治
体
間
交
流
へ
の
直
接
的
な
影
響
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
姿
勢

が
強
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本
の
自
治
体
が
韓
国
の
自
治
体
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
自
粛
と
い
う
か
た
ち
で
事
業
の
中
止
や
延
期
を
決
定
す
る

事
態
が
生
じ
た
。
歴
史
教
科
書
問
題
に
関
す
る
韓
国
側
世
論
の
動
向
が
、
自
治
体
間
交
流
へ
の
対
応
を
大
き
く
左
右
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。第

三
に
、
事
業
へ
の
対
応
を
見
て
み
る
と
、
画
一
的
な
対
応
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
対
応
の
幅
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
単
純
に
事
業
を
中
止
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
延
期
の
措
置
を
と
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
業
内
容
を
変
更
す
る
、
ま
た
は

事
業
の
一
部
だ
け
を
実
施
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た16

）
。

第
四
に
、
二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
に
よ
り
、
確
か
に
自
治
体
間
交
流
が
一
定
の
困
難
に
直
面
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
事

態
の
沈
静
化
と
と
も
に
多
く
の
自
治
体
間
交
流
は
再
開
さ
れ
、
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

小

括

日
韓
関
係
は
、
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
関
係
の
緊
密
化
と
多
元
化
に
よ
る
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
自
治
体
間
交
流
も
ま
た
、
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日
韓
間
の
関
係
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
拡
大
を
遂
げ
て
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
自
治
体
間
交
流
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
特
徴
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
、
日
韓
基
本
条
約
締
結
以
後
し
ば
ら
く
の
間
は
低
調
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
年
代
末
以
降
、
急
速
に
拡

大
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
韓
国
の
民
主
化
、
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
と
い
っ
た
八
〇
年
代
末
の
韓
国
の
政
治
・
経
済
の

変
化
が
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
に
お
け
る
地
方
自
治
の
復
活
や
冷
戦
の
終
焉
な
ど
に
よ
り
、
九
〇
年
代
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、

日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
拡
大
深
化
を
遂
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
治
体
間
交
流
の
拡
大
は
、
一
方
で
、
日
韓
間
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
緊
張
の
高
ま
り
に
敏
感
に
反
応
す
る
事
態
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
第
二
次
歴
史
教
科
書
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
よ
り
も
地
域
住
民
に
よ
り
近
い
所
に
存
在
す
る
政
府
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
地
方
自
治
体
は
日
韓
の
市
民
社
会
の

世
論
状
況
に
よ
り
敏
感
に
反
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
二
〇
〇
一
年
の
自
治
体
間
交
流
の
混
乱
は
、
地
方
自
治
体
が
も
つ
こ
う
し
た
性
格
を
浮

き
彫
り
に
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
自
治
体
間
交
流
に
と
っ
て
の
課
題
の
一
つ
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
日
韓
間
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
軋
み
や
衝
突
が
起
っ
た
場
合
、
世
論
状
況
と
ど
の
よ
う
な
距
離
を
と
り
、
自
治
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
点
で
あ
る
。

第
三
に
、
地
方
自
治
体
が
世
論
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
、
そ
れ
が
交
流
事
業
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ

の
一
方
で
、
対
応
に
も
多
様
な
対
応
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
一
時
的
な
事
業
の
停
滞
は
あ
っ
た
も
の
の
、
自
治
体
間
交
流
が
決
定
的
に
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
韓
間
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
返
し
生
じ

る
軋
み
や
緊
張
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
自
治
体
間
交
流
に
よ
る
相
互
の
信
頼
関
係
な
ど
を
通
し
て
、
国
家

間
関
係
と
は
距
離
を
置
い
た
自
治
体
間
交
流
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
日
韓
に
お
け
る
国
家
関
係
が
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
、

二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
の
三
つ
の
事
例
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
韓
の
国
家
間
関
係
が
自
治
体
間

関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
例
は
、
二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

― ―84



と
い
う
手
法
を
用
い
な
が
ら
、
二
〇
〇
五
年
の
竹
島
╱
独
島
問
題
、
二
〇
〇
八
年
の
教
科
書
問
題
を
事
例
に
、
国
家
間
関
係
が
自
治
体
関
係

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

三

日
本
側
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
み
る
日
韓
自
治
体
間
関
係

（
一
）
調
査
結
果
の
概
要

日
韓
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
（
二
〇
一
〇
年
七
月
七
日
現
在
）
に
基
づ
き
、
韓
国
の
自
治
体
と
姉
妹
都
市
提
携
を
締

結
し
て
い
る
日
本
の
自
治
体
一
二
三
団
体
（
八
都
道
府
県
、
九
〇
市
区
、
二
五
町
村
）
と
九
州
の
六
県
（
福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
大

分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
）
の
計
一
二
九
団
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
二
〇
一
〇
年
七
月
五
日
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵
送

し
、
同
二
七
日
ま
で
に
八
八
団
体
か
ら
の
回
答
が
得
ら
れ
た
（
回
収
率
七
一
・
五
％17

）
）。
以
下
、
調
査
結
果
を
概
観
す
る
。

ま
ず
、「
韓
国
の
自
治
体
と
の
姉
妹
都
市
提
携
を
結
ん
だ
時
期
」
に
つ
い
て
の
件
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
（
一
件
）、
一
九
七
三
年
（
一
件
）、
一
九
七
五
年
（
一
件
）、
一
九
七
六
年
（
一
件
）、
一
九
七
八
年
（
一
件
）、
一
九
七
九
年

（
一
件
）、
一
九
八
一
年
（
二
件
）、
一
九
八
二
年
（
一
件
）、
一
九
八
三
年
（
二
件
）、
一
九
八
三
年
（
二
件
）、
一
九
八
四
年
（
二
件
）、

一
九
八
五
年
（
一
件
）、
一
九
八
六
年
（
一
件
）、
一
九
八
七
年
（
二
件
）、
一
九
八
八
年
（
二
件
）、
一
九
八
九
年
（
一
件
）、
一
九
九
〇
年

（
四
件
）、
一
九
九
一
年
（
六
件
）、
一
九
九
二
年
（
二
件
）、
一
九
九
三
年
（
三
件
）、
一
九
九
四
年
（
二
件
）、
一
九
九
六
年
（
二
件
）、

一
九
九
七
年
（
六
件
）、
一
九
九
八
年
（
一
件
）、
一
九
九
九
年
（
三
件
）、
二
〇
〇
〇
年
（
二
件
）、
二
〇
〇
一
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
二
年

（
四
件
）、
二
〇
〇
三
年
（
五
件
）、
二
〇
〇
四
年
（
三
件
）、
二
〇
〇
五
年
（
四
件
）、
二
〇
〇
六
年
（
三
件
）、
二
〇
〇
七
年
（
五
件
）、

二
〇
〇
八
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
九
年
（
四
件
）、
二
〇
一
〇
年
（
一
件
）

一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
韓
国
の
自
治
体
と
の
姉
妹
都
市
提
携
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特

に
一
九
九
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
提
携
す
る
自
治
体
は
増
え
、さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
も
新
た
に
提
携
す
る
自
治
体
が
増
え
て
い
る
。
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こ
の
時
期
は
、
合
併
に
伴
い
姉
妹
都
市
提
携
を
締
結
し
た
自
治
体
も
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
提
携
し
た
三
七
団
体
の
内
、
一

八
団
体
は
合
併
と
は
関
係
な
く
新
た
に
提
携
し
た
自
治
体
で
あ
り
、
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
は
け
っ
し
て
後
退
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

次
に
、
交
流
事
業
の
内
容
（
複
数
回
答
可
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
項
目
の
多
い
順
に
「
表
敬
訪
問
」（
六
八
団
体
）、「
イ

ベ
ン
ト
の
開
催
」（
五
七
団
体
）、「
民
間
団
体
の
交
流
活
動
へ
の
援
助
等
」（
四
八
団
体
）、「
学
生
・
研
究
生
の
受
け
入
れ
ま
た
は
派
遣
」（
四

二
団
体
）、「
行
政
職
員
の
交
換
」（
三
〇
団
体
）、「
行
政
間
の
不
定
期
の
会
議
の
開
催
」（
九
団
体
）、「
行
政
間
の
定
期
的
な
会
議
の
開
催
」

（
四
団
体
）
と
な
っ
て
い
る
。
自
治
体
間
の
交
流
は
、
形
式
的
、
儀
礼
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
民
間
の
交
流
事
業
の
支
援
ま
で
幅
広
く
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
交
流
事
業
に
対
す
る
予
算
額
の
推
移
に
つ
い
て
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
、「
年
々
減
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
自
治
体
（
二
九
団
体
）

で
あ
る
。
逆
に
、「
年
々
増
加
し
て
い
る
」
と
答
え
た
自
治
体
は
七
団
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
変
化
な
し
」
と
答
え
た
自
治
体
は
二
五
団
体
で

あ
っ
た
。
な
お
、「
交
流
事
業
の
内
容
等
が
当
該
年
度
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
比
較
で
き
な
い
」
と
い
う
回
答
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

本
稿
の
問
題
関
心
に
対
応
し
た
設
問
で
は
次
の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
た
。

ま
ず
、「
こ
れ
ま
で
の
交
流
事
業
が
中
止
ま
た
は
中
断
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
の
設
問
に
全
体
の
七
二
・
七
％
に
あ
た
る
六
四
団

体
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た18

）
。
一
方
、「
な
い
」
と
答
え
た
の
は
二
三
団
体
、「
不
明
」
は
二
団
体
で
あ
っ
た
。

次
に
、「
交
流
が
中
止
ま
た
は
中
断
さ
れ
た
時
期
」に
つ
い
て
の
設
問
で
は
、
交
流
事
業
数
で
い
え
ば
、
多
い
順
に
二
〇
〇
八
年（
三
五
件
）、

二
〇
〇
九
年
（
二
六
件
）、
二
〇
〇
一
年
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
（
各
八
件
）、
二
〇
〇
五
年
（
七
件
）、
二
〇
〇
七
年
（
四
件
）、
二
〇
〇
二
年

（
三
件
）
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
一
〇
年
間
で
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
六
年
の
四
年
間

は
中
止
ま
た
は
中
断
さ
れ
た
交
流
事
業
が
一
つ
も
記
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

さ
ら
に
、「
中
止
ま
た
は
中
断
を
申
し
入
れ
た
の
は
ど
ち
ら
の
自
治
体
で
す
か
」の
設
問
に
対
し
て
は
、
六
四
団
体
の
七
〇
％
に
あ
た
る
四

五
団
体
が
「
韓
国
側
」
と
答
え
て
い
る
。
九
団
体
は
「
日
本
側
」、
四
団
体
は
「
日
本
側
」「
韓
国
側
」
両
方
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
他
の

欄
に
「
協
議
」
と
い
う
記
入
も
み
ら
れ
た
。
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最
後
に
、「
中
止
ま
た
は
中
断
と
な
っ
た
事
業
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
対
応
」に
つ
い
て
の
回
答
を
み
て
み
る
と
、
六
四
団
体
の
半
数
に
あ

た
る
三
二
団
体
が
「
当
該
年
度
は
中
止
と
し
、
次
年
度
か
ら
再
開
」
し
て
お
り
、「
一
定
期
間
を
お
い
た
後
に
実
施
し
た
」（
一
〇
団
体
）
を

加
え
る
と
交
流
中
止
・
中
断
し
た
自
治
体
の
六
五
・
六
％
が
交
流
を
再
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た19

）
。
一
方
で
「
中
止
・
中
断
の
ま
ま
現

在
に
至
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
自
治
体
も
少
な
く
な
か
っ
た
（
一
八
団
体
）。

な
お
、「
自
由
記
述
」
の
設
問
で
は
、「
韓
国
の
自
治
体
と
の
交
流
事
業
で
、
現
在
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
今
後
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
こ
と
に
つ
い
て
」
の
回
答
を
三
八
団
体
よ
り
得
ら
れ
た
。
以
下
、
そ
の
一
部
を
列
記
す
る
。

・
合
併
前
、
交
流
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
合
併
後
も
友
好
交
流
協
定
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
二
〇
〇
五
年
韓
国
側
か
ら
「
交
流
計
画

を
暫
定
的
に
中
断
す
る
」
旨
の
書
簡
を
受
理
し
、
現
在
に
至
る
。

・
二
〇
〇
五
年
の
島
根
県
議
会「
竹
島
の
日
を
制
定
す
る
条
例
」、
日
本
の
歴
史
教
科
書
の
記
載
内
容
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
姉
妹
都
市
提

携
を
結
ん
で
い
た
韓
国
側
の
市
長
お
よ
び
教
育
庁
か
ら
交
流
事
業
保
留
の
申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

・
本
市
と
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
の
問
題
か
ら
、
現
在
（
二
〇
一
〇
年
七
月
、
引
用
者
）
に
至
る
ま
で
の
間
、
市
民
交
流
の
継
続
と
、

自
治
体
交
流
の
再
開
を
申
し
入
れ
て
き
ま
し
た
が
、
返
答
は
「
保
留
」
の
ま
ま
で
し
た
。

・
交
流
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
。（
中
断
理
由
）・
竹
島
（
韓
国
名：

独
島
）
の
領
土
問
題
、・
歴
史
教
科
書
記
述
問
題
等
。

・
二
〇
〇
八
年
七
月
に
教
科
書
問
題
で
韓
国
側
か
ら
交
流
中
断
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
現
在
に
至
る
。

・
北
朝
鮮
と
の
関
係
や
竹
島
問
題
な
ど
で
状
況
が
一
変
し
、
急
き
ょ
中
止
さ
れ
た
り
、
延
期
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

・
平
成
二
〇
年
七
月
一
四
日
竹
島
に
つ
い
て
学
習
指
導
要
領
に
記
載
、
平
成
二
〇
年
七
月
二
二
日
、
交
流
相
手
で
あ
る
韓
国
側
の
高
校

よ
り
、
当
課
へ
中
止
（
延
期
）
の
電
話
連
絡
が
あ
っ
た
。

・
エ
キ
ス
ポ
（
万
国
博
覧
会
、
国
際
見
本
市
）
に
ブ
ー
ス
の
出
展
を
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
よ
り
同
エ

キ
ス
ポ
の
開
催
が
延
期
と
な
り
、
予
定
し
て
い
た
ブ
ー
ス
の
出
展
は
見
送
ら
れ
、
展
示
の
み
を
行
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
「
自
由
記
述
」
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
竹
島
╱
独
島
の
領
土
問
題
、
二
〇
〇
八
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
に
よ
っ
て
交
流
事
業
が
中

止
ま
た
は
中
断
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
な
ど
他
の
要
因
で
中
止
ま
た
は
中
断
さ
れ
た
事
例
も
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
財
政
状
況
を
今
後
の
課
題
と
掲
げ
た
自
治
体
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、「
財
政
状
況
が
厳

し
く
数
年
前
よ
り
交
流
等
は
休
止
し
て
い
る
」「
当
初
は
活
発
だ
っ
た
交
流
も
、
財
政
難
等
の
理
由
か
ら
縮
小
・
廃
止
の
傾
向
に
あ
る
」「
日

本
側
の
財
政
難
の
た
め
、
姉
妹
都
市
交
流
は
縮
小
傾
向
」「
相
互
交
流
に
要
す
る
財
源
確
保
」「
交
流
予
算
の
縮
減
傾
向
」「
姉
妹
都
市
や
国
際

交
流
に
対
す
る
市
か
ら
の
補
助
金
の
削
減
に
よ
り
事
業
の
維
持
が
年
々
難
し
く
な
っ
て
い
る
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
回
答
よ
り
、

国
家
間
関
係
と
は
別
の
要
因
に
よ
っ
て
、
自
治
体
間
交
流
の
実
現
が
困
難
で
あ
る
状
況
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

（
二
）
若
干
の
考
察

日
韓
に
お
け
る
国
家
間
関
係
が
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、「
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
」
が
「
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
」
に
与
え
た
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
日
韓
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
」
を
歴
史
教
科
書
問
題
、
竹
島
╱
独
島
問
題
に
限
定
し
、「
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
」
を
「
韓
国
と
姉
妹
提
携
関
係
に
あ
る

日
本
の
自
治
体
が
予
定
し
て
い
た
交
流
事
業
の
中
止
ま
た
は
中
断
の
有
無
」
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数
の
間
に
プ
ラ
ス

の
影
響
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
日
韓
の
姉
妹
提
携
を
結
ん
で
い
る
自
治
体
間
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
年
に
「
交
流
事
業
の

中
止
ま
た
は
中
断
」
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
団
体
以
上
が
「
あ
る
」
と
指
摘
し
た
年
度
は
、
二
〇
〇
一
年
（
八
件
）、
二
〇
〇
五
年
（
七

件
）、
二
〇
〇
八
年
（
三
五
件
）、
二
〇
〇
九
年
（
二
六
件
）、
二
〇
一
〇
年
（
八
件
）
で
あ
る
。

二
〇
〇
一
年
は
、
先
に
見
た
と
お
り
、
歴
史
教
科
書
問
題
が
浮
上
し
た
時
期
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
は
島
根
県
が
「
竹
島
の
日
」
条
例
を

制
定
し
た
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
は
、
文
部
科
学
省
が
竹
島
の
領
有
問
題
を
強
調
し
た
中
学
校
社
会
科
の
新
学
習
指
導
要
領
を
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公
表
し
、
韓
国
政
府
が
強
く
反
発
し
た
年
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
自
由
記
述
か
ら
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る20

）
。

二
〇
〇
一
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
、
二
〇
〇
五
年
の
竹
島
╱
独
島
問
題
が
自
治
体
間
交
流
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が21

）
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
よ
っ
て
、
教
科
書
問
題
が
浮
上
し
た
二
〇
〇
八
年
に
お
い
て
も
「
交
流
事
業
が

中
止
ま
た
は
中
断
す
る
」
な
ど
自
治
体
間
関
係
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
歴
史
教
科
書
問
題
、
竹
島
╱
独
島
問
題
が
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、「
交
流
事
業
が
中
止
ま
た
は
中
断
」と
答
え
た
六
四
団
体
の
う
ち
、
四
二
団
体
の
自
治
体
が
交
流
事
業
を
再
開
し
て
い
る
。
こ
の
結

果
を
み
れ
ば
、
歴
史
教
科
書
問
題
、
竹
島
╱
独
島
問
題
が
交
流
事
業
に
与
え
た
影
響
は
、
長
期
化
せ
ず
、
限
定
的
で
あ
っ
た
自
治
体
が
多
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
歴
史
教
科
諸
問
題
、
竹
島
╱
独
島
問
題
が
争
点
化
し
た
翌
年
度
の
二
〇
〇
二
年
度
、
二
〇
〇
三
年
度
、
二
〇
〇
六
年
度

で
は
、
中
止
・
中
断
さ
れ
た
交
流
事
業
が
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
影
響
が
限
定
的
で
あ
っ
た
自
治
体
が
多
か
っ
た
こ
と
を
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る22

）
。

他
方
、
交
流
事
業
が
再
開
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
が
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
前
述
の
通
り
、「
交
流
事
業
が
中
止
・
中
断
さ
れ
た
」

と
答
え
た
自
治
体
（
六
二
団
体
）
の
う
ち
一
八
団
体
が
「
中
止
・
中
断
の
ま
ま
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
度
の
事
業
が
中
止

と
答
え
た
三
五
団
体
の
う
ち
七
団
体
が
「
中
止
・
中
断
の
ま
ま
」
と
答
え
て
い
る
。
歴
史
教
科
書
問
題
、
竹
島
╱
独
島
問
題
が
交
流
事
業
に

長
期
間
に
わ
た
る
影
響
を
与
え
た
、
ま
た
は
与
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
歴
史
教
科
書
問
題
お
よ
び
竹
島
╱
独
島
問
題
が
日
韓
の
自
治
体
間
の
交
流
事
業
に
与
え
た
影
響
は
各
自
治
体
に
よ
っ
て
程

度
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た23

）
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
日
韓
両
国
の
国
家
間
関
係
が
急
速
に
緊
密
化
す
る
な
か
で
生
じ
る
軋
み
や
捻
れ
の
問
題
を
、
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
の
観
点
か
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ら
、
と
く
に
日
韓
双
方
の
地
方
自
治
体
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
最
後
に
本
稿
の
考
察
か
ら
指
摘
で
き
る
点
を
幾
つ

か
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
は
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
締
結
以
後
か
な
り
の
期
間
停
滞
し
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
前
後

か
ら
急
速
に
関
係
の
拡
大
と
深
化
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
間
に
も
国
家
間
の
様
々
な
軋
轢
や

緊
張
が
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
友
好
関
係
が
保
た
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
日
韓
間
の
人
的
な
交
流
の
拡
大
に
寄
与
し
て
き
た
と
言
え

る
。第

二
は
、
竹
島
╱
独
島
問
題
や
靖
国
問
題
、
教
科
書
問
題
な
ど
、
日
韓
双
方
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
す
る
出
来
事
が
発
生
し
た
場
合
、

自
治
体
間
関
係
に
も
大
な
り
小
な
り
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と

は
、
①
交
流
の
中
止
や
延
期
等
の
呼
び
か
け
は
韓
国
の
自
治
体
か
ら
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
②
日
本
側
の
自
治
体
も
基
本
的
に
は
こ
れ

に
同
調
す
る
が
、
③
交
流
の
再
開
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
事
態
の
推
移
を
見
守
る
冷
静
な
対
応
が
基
本
で
あ
り
、
た
だ
し
、
④
自
治
体
に
よ
っ

て
温
度
差
や
対
応
の
違
い
も
ま
た
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
自
治
体
間
交
流
の
レ
ベ
ル
は
多
様
で
あ
る
が
、
行
政
や
議
会
の
み
の
儀
礼
的
・
形
式
的
な
も
の
に
終
始
し
て
い
る
自
治
体
が
あ

る
一
方
、
文
化
交
流
や
経
済
交
流
な
ど
の
領
域
で
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
交
流
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
長
崎

県
の
対
馬
市
の
事
例
を
み
れ
ば
、
実
質
的
な
交
流
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
の
場
合
、
行
政
以
外
の
民
間
人
が
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、
行
政

は
そ
う
し
た
民
間
側
の
動
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
る24

）
。

第
四
に
、
こ
の
間
の
合
併
や
自
治
体
財
政
の
危
機
に
よ
っ
て
、
自
治
体
交
流
の
持
続
や
拡
大
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
自
治
体
が
数
多
く
み

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
五
に
、
交
流
相
手
先
と
し
て
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
な
ど
、
マ
ル
テ
ィ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
方
向
へ
と
進
ん
で
い
る
自
治
体
も
少
な
く
な

い25
）

。
す
な
わ
ち
、
日
本
側
の
自
治
体
に
と
っ
て
韓
国
の
自
治
体
の
み
が
交
流
相
手
で
は
な
く
、
同
様
に
、
韓
国
の
自
治
体
に
と
っ
て
も
日
本

の
自
治
体
の
み
が
交
流
相
手
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向
は
今
後
益
々
強
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
、
東
ア
ジ

ア
地
域
に
お
け
る
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
促
進
し
、
い
わ
ゆ
る
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
く
の
か
、
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今
後
の
焦
点
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、本
稿
は
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
が
自
治
体
間
関
係
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
た
め
、

個
別
の
自
治
体
の
対
応
に
つ
い
て
は
十
分
考
察
が
で
き
て
い
な
い
。
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
自
治
体
と
影
響
が
限
定
的
で
あ
っ
た
自
治
体

と
は
何
が
異
な
る
の
か
、
個
別
の
事
例
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
た
と
え
ば
、
李
庭
植
著
、
小
此
木
政
夫
・
古
田
博
司
訳
『
戦
後
日
韓
関
係
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
）、
小
此
木
政
夫
・
張
達
重
編
『
戦
後
日
韓

関
係
の
展
開
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
２
）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
自
治
体
の
国
際
政
策
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
長
洲
一
二
・
坂
本
義
和
編
『
自
治
体
の
国
際
交
流
｜
ひ
ら
か
れ
た
地
方
を
め
ざ

し
て
｜
』（
学
陽
書
房
、
一
九
八
三
年
）、
松
下
圭
一
編
『
自
治
体
の
国
際
政
策
』（
学
陽
書
房
、
一
九
八
八
年
）、
薮
野
祐
三
『
ロ
ー
カ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
｜
国
境
を
超
え
る
試
み
｜
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）、
多
賀
秀
敏
「
自
治
体
の
国
際
協
力
」（
松
下
圭
一
・
西
尾
勝
・
新
藤
宗
幸
編
『
自
治
体
の
構

想
三

政
策
』
二
〇
〇
二
年
、
二
一
五
｜
二
四
〇
頁
）、
プ
ル
ネ
ン
ド
ラ
・
ジ
ェ
イ
ン
著
、
今
村
都
南
雄
監
訳
『
日
本
の
自
治
体
外
交
｜
日
本
外
交
と
中
央
地

方
関
係
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
｜
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）な
ど
を
参
照
し
た
。
日
韓
関
係
の
緊
密
化
と
連
動
し
て
急
速
に
関
係
を
深
化
さ
せ
て
い
る
両
国
の

自
治
体
間
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
小
林
良
彰
編『
地
方
自
治
の
実
証
分
析
｜
日
米
韓
三
カ
国
の
比
較
研
究
｜
』（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）、
小
原
隆
治
・
趙
文
富
編
『
日
韓
の
地
方
自
治
と
地
域
開
発
』（
第
一
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
は
、
日
韓
の
地
方
自
治
体
に

関
す
る
研
究
成
果
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
比
較
研
究
で
あ
り
、
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
日
韓
の
自
治
体
間
関
係
に
直
接

関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
多
賀
秀
敏
編
『
国
境
を
越
え
る
実
験
｜
環
日
本
海
の
構
想
｜
』（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九
二
年
）、
内
藤
正
中
編
『
島
根
県
の

環
日
本
海
交
流
｜
地
域
か
ら
の
国
際
化
｜
』（
松
江
今
井
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
片
山
善
博
・

持
佳
苗
『
地
域
間
交
流
が
外
交
を
変
え
る
｜
鳥
取
・
朝
鮮

半
島
の
「
あ
る
試
み
」
｜
』（
光
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
事
例
紹
介
や
事
例
分
析
の
域
を
出
て
い
な
い
。
日
韓
の
民
間

交
流
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
多
賀
秀
敏
「
日
韓
民
間
協
力
の
現
状
と
可
能
性
｜
東
北
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
非
国
家
行
為
体
に
よ
る
協
調
プ
ロ
セ

ス
の
始
動
｜
」（
大
畠
英
樹
・
文
正
仁
編『
日
韓
国
際
政
治
学
の
新
地
平
｜
安
全
保
障
と
国
際
協
力
｜
』慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
八
五
｜
三

六
三
頁
）、
鄭
有
景
「
自
治
体
外
交
か
ら
み
た
日
韓
関
係
｜
姉
妹
都
市
交
流
を
中
心
に
」（『
地
域
政
策
科
学
研
究
』
二
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
九
｜
一
六
二

頁
）、
定
広
由
起
「
日
本
・
韓
国
の
姉
妹
都
市
提
携
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
社
会
教
育
研
究
』
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
八
｜
一
三
九
頁
）
を
参
照
し

た
。
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（
３
）
市
民
社
会
論
の
現
代
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
山
口
定
『
市
民
社
会
論
｜
歴
史
的
遺
産
と
新
展
開
｜
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）、
高
畠
通
敏
編
『
現
代
市

民
政
治
論
』（
世
織
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
４
）
日
韓
関
係
を
政
府
間
関
係
以
外
の
ア
ク
タ
ー
に
着
目
し
て
研
究
す
る
こ
と
と
並
行
し
て
、
日
韓
関
係
を
東
ア
ジ
ア
全
体
の
動
向
の
な
か
で
考
察
す
る
こ
と

も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
に
な
る
研
究
と
し
て
、
田
中
明
彦
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

（
５
）
こ
こ
で
い
う
自
治
体
間
交
流
と
は
、
二
つ
の
自
治
体
の
間
で
姉
妹
都
市
協
定
締
結
を
基
に
し
て
、
行
政
、
議
会
、
各
種
団
体
相
互
の
各
種
の
交
流
事
業
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
近
年
で
は
、
こ
う
し
た
自
治
体
間
交
流
に
加
え
て
、
経
済
や
政
策
面
で
の
自
治
体
間
の
協
力
を
目
指
す
自
治
体
間
協
力
が
展
開
し

つ
つ
あ
る
。

（
６
）
日
韓
の
姉
妹
都
市
締
結
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会『
日
本
の
姉
妹
自
治
体
一
覧
二
〇
〇
八
』を
基
に
、
同
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
: //w

w
w
.cla

ir.o
r.jp

/in
d
ex
.h
tm
l

）
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
の
冊
子
『
日
本
の
姉
妹
自
治
体
一
覧
二
〇
一
一
』
及
び
、
エ
ク
セ
ル

版
の
「
姉
妹
提
携
一
覧
表
」
を
参
照
に
し
た
。
な
お
、
本
稿
の
脚
注
に
お
け
る
ウ
ェ
ヴ
ペ
ー
ジ
の
最
終
閲
覧
日
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
で
あ
る
。

（
７
）
浅
羽
祐
樹「
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
と
姉
妹
都
市
提
携
｜
福
岡
市
と
釜
山
広
域
市
と
の
姉
妹
都
市
化
を
事
例
に
｜
」『
財
団
法
人
福
岡
ア
ジ
ア
都
市
研
究
所

若
手
研
究
者
研
究
活
動
助
成
報
告
書
』
二
〇
〇
六
年
、
三
頁
。

（
８
）
竹
島
╱
独
島
問
題
研
究
の
先
行
研
究
と
し
て
は
玄
大
松
『
領
土
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誕
生
｜「
独
島
／
竹
島
問
題
」
の
政
治
学
｜
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）、
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
田
正
治
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
歴
史
認
識
」（
菅
英
輝
編
『
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
摩
擦
と
和
解
可
能
性
｜
冷
戦

後
の
国
際
秩
序
と
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｜
』
凱
風
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
三
｜
一
五
一
頁
）、
鄭
敬

「
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
日
韓
摩
擦
の
構
造
と

そ
の
変
容
」（
菅
英
輝
編
、
前
掲
書
、
一
七
八
｜
二
〇
三
頁
）、
鄭
根
珠
『
日
韓
関
係
に
お
け
る
歴
史
認
識
問
題
の
反
復
｜
教
科
書
問
題
へ
の
対
応
過
程
｜
』

（
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
９
）
日
本
の
歴
史
教
科
書
問
題
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
三
谷
博
編
著
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
日
本
の
教
育
と
社
会
⑥
歴
史
教
科
書
問
題
』
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
、

‘

・

’
,
2007

,

な
ど
を
参
照
。

（
10
）『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
付
朝
刊
。

（
11
）
日
韓
の
姉
妹
都
市
締
結
に
関
し
て
は
、
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
日
韓
姉
妹
（
友
好
）
都
市
等
提
携
一

覧
表
」（h

ttp
: //w

w
w
.cla

ir.o
r.k
r /b

u
sin
ess /b

u
sin
ess.a

sp
?n
p
＝
102

）
参
照
。

（
12
）『
新
編
日
本
史
』
は
「
日
本
を
守
る
国
民
会
議
」
の
編
集
に
よ
る
高
校
歴
史
教
科
書
で
あ
り
、
一
九
八
六
年
の
教
科
書
検
定
合
格
後
、
近
隣
関
係
に
関
す
る

記
述
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。

（
13
）
こ
の
交
流
事
業
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
日
韓
海
峡
沿
岸
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
: //w

w
w
.n
et.ja

p
a
n
-k
o
rea

-stra
it8.o

rg
/
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in
d
ex
.p
h
p

）
参
照
。

（
14
）
環
日
本
海
経
済
研
究
所
の
活
動
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
同
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h
ttp
: //w

w
w
.erin

a
.o
r.jp

/

）
参
照
。
ま
た
、
北
東
ア
ジ
ア
経
済

会
議
の
記
録
も
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
一
部
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
新
潟
の
国
際
交
流
に
つ
い
て
は
、
市
岡
政
夫
『
自
治
体
外
交
｜
新
潟
の
実
践
・
友
好

か
ら
協
力
へ
｜
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
15
）
中
止
や
延
期
の
事
例
は
数
多
く
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
七
月
に
『
朝
日
新
聞
』
で
報
じ
ら
れ
た
事
業
の
中
止
や
延
期
に
関
す
る
事
例
を
表
に
ま
と
め
て
い
る

の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
16
）
表
「
日
韓
の
自
治
体
間
交
流
に
お
い
て
中
止
や
延
期
に
な
っ
た
事
例
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
①
交
流
の
始
ま
り
（
提
携
時
期
、
提
携
に
要
し
た
期
間
、
契
機
）、
②
交
流
の
実
態
（
韓
国
ま
た
は
韓
国
以
外
か
ら
の
国
際
交
流
員
の

人
数
、
交
流
事
業
の
内
容
、
予
算
の
推
移
）、
③
交
流
事
業
の
中
止
・
中
断
の
実
態
（
有
無
、
時
期
、
申
し
入
れ
た
主
体
、
期
間
、
そ
の
後
の
展
開
）、
④
交

流
事
業
に
関
す
る
自
治
体
内
の
連
携
、
⑤
現
在
の
課
題
お
よ
び
今
後
の
取
り
組
み
、
に
つ
い
て
の
回
答
を
求
め
た
。

（
18
）
な
お
、「
交
流
事
業
が
中
止
・
中
断
さ
れ
た
」
と
は
、
す
べ
て
の
事
業
が
中
止
・
中
断
さ
れ
な
く
て
も
、
一
部
の
交
流
事
業
が
中
止
・
中
断
さ
れ
た
場
合
も

該
当
す
る
と
み
な
し
た
。

（
19
）
な
お
、「
自
治
体
が
交
流
を
再
開
す
る
」
と
は
、
中
止
・
中
断
以
前
の
す
べ
て
の
事
業
を
再
開
し
な
く
て
も
、
一
部
の
交
流
事
業
で
も
再
開
し
た
場
合
、
こ

れ
に
該
当
す
る
と
み
な
し
た
。

（
20
）
な
お
、
二
〇
〇
一
年
や
二
〇
〇
五
年
よ
り
も
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
九
年
の
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
影
響
の
大
小
で
は
な
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
回
答
し
た
担
当
者
の
認
識
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
21
）
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
二
〇
〇
五
年
度
ま
で
を
対
象
に
し
た
定
広
由
起
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
に
比
べ
て
、
二
〇

〇
一
年
度
と
二
〇
〇
五
年
度
は
交
流
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
定
広
は
、「
日
韓
に
お
け
る
姉
妹
都
市
交
流
の
特
徴

と
し
て
、
竹
島
╱
独
島
問
題
や
歴
史
教
科
書
記
述
問
題
等
、
国
家
間
レ
ベ
ル
に
よ
る
日
韓
関
係
の
悪
化
が
姉
妹
都
市
交
流
に
影
響
を
及
ぼ
し
や
す
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
〇
五
年
度
は
日
韓
関
係
の
悪
化
に
よ
り
姉
妹
都
市
交
流
が
中
断
さ
れ
た
、
と
回
答
し
た
自
治
体
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い

る
（
定
広
、
前
掲
論
文
、
一
三
六
頁
）。

（
22
）
な
お
、
こ
れ
ま
で
交
流
事
業
が
中
止
ま
た
は
中
断
し
な
か
っ
た
自
治
体
も
二
二
団
体
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
自
治
体
は
、
歴
史
教
科
書
問
題
や
竹
島
╱
独
島

問
題
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
交
流
事
業
を
実
施
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
該
当
す
る
年
度
に
交
流
事
業
が
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
今
回
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。

（
23
）
な
お
、「
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
」以
外
に
自
治
体
間
関
係
に
影
響
を
与
え
た
要
因
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
日
韓
に
限
ら
ず
姉
妹
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都
市
提
携
を
結
ん
だ
自
治
体
間
関
係
の
先
行
研
究
は
、
交
流
事
業
が
停
滞
す
る
要
因
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
財
源
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
岩
手
県
の
姉
妹
都
市
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
佐
藤
智
子
は
、
自
治
体
が
姉
妹
都
市
交
流
を
継
続
で
き
る
要
因
と
し
て
、「
資
金
の
確
保
」を
指
摘

し
て
い
る
（
佐
藤
智
子
『
自
治
体
の
姉
妹
都
市
交
流
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
四
四
｜
二
五
三
頁
）。
財
源
問
題
は
、
自
治
体
の
国
際
交
流
に
影
響
を

与
え
る
要
因
と
し
て
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
財
源
問

題
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
要
因
で
も
あ
る
た
め
、
交
流
事
業
が
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
八
年
に
中
止
ま
た

は
中
断
し
た
主
要
な
要
因
と
は
推
測
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
に
か
け
て
は
「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
よ
り
、

自
治
体
財
政
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
逼
迫
し
て
い
る
。
財
政
問
題
が
日
韓
の
姉
妹
都
市
交
流
に
あ
た
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
自
治
体
の
合
併
が
自
治
体
間
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
「
韓
国
側
が
合
併
し
た

た
め
、
今
後
の
交
流
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
」
と
の
自
由
記
述
が
あ
っ
た
。
従
来
の
調
査
に
お
い
て
も
合
併
が
姉
妹
都
市
交
流
に
影

響
を
与
え
た
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
治
体
国
際
化
協
会
の
西
村
明
夫
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
市
町
村
合
併
が
姉
妹
都
市
交

流
に
及
ぼ
す
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
西
村
明
夫
「
市
町
村
合
併
と
国
際
交
流
施
策
」『
自
治
体
国
際
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
七
一
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一

｜
二
三
頁
）。

（
24
）
対
馬
市
の
韓
国
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
金
京
一
「
韓
国
か
ら
最
も
近
い
日
本
・
対
馬
」（
岩
下
明
裕
編
『
日
本
の
「
国
境
問
題
」
｜
現
場
か
ら
考
え
る
｜
』

藤
原
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
〇
｜
二
一
三
頁
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
例
え
ば
、
群
馬
県
高
崎
市
の
事
例
が
あ
る
（
熊
倉
浩
靖
「
高
崎
式
姉
妹
都
市
政
策
の
展
開
｜
五
市
間
国
際
交
流
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ム
｜
」
端
信
行
、
中
牧
弘

充
、
総
合
研
究
開
発
機
構
編
『
都
市
空
間
を
創
造
す
る
｜
越
境
時
代
の
文
化
都
市
論
｜
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
七
七
｜
三
〇
五
頁
）。

﹇
付
記
﹈
本
稿
の
調
査
研
究
に
お
い
て
は
、
訪
問
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
と
も
な
い
関
係
者
の
方
々
に
は
ご
協
力
を
頂
い
た
。
ま
た
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
東

ア
ジ
ア
学
会
第
二
〇
回
記
念
大
会
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
年
一
六
日
開
催
）
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
韓
海
峡
圏
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
現
状
と
未
来
」（
二
〇
一
二
年
一
二
月
八
日
、
九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
）に
お
い
て
報
告
し
、
参
加
者
か
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
こ
こ

に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
調
査
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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表 日韓の自治体間交流において中止や延期になった事例

自治体名（日本)
自治体名
(韓国)

姉妹都市締結年、（）内は市町村
合併に関する情報

中止ないし延期の内容

宇都宮市 高陽市 ７月末予定の市長の宇都宮市訪問中止

熊本県 慶州市 熊本県の中学との相互訪問中止

防府市 春川市 91年10月29日 陸上、少年サッカーの大会参加中止

各務原市 春川市 03年10月31日 中学生野球大会への参加中止

三重県、愛知県 南楊州市 小学生サッカークラブ招待を中止

岡山市 富川市 02年２月26日 友好都市関係樹立を延期

長崎県、佐賀県、
山口県

全羅南道 「つくる会」教科書不採択を要請

鳥取県 江原道 94年11月７日 「つくる会」教科書不採択を要請

山梨県（議会) 忠清北道 92年３月27日 再修正要求

広島市 大邱市 97年５月２日 「つくる会」教科書不採択を要請

鳥取市 清州市 90年８月30日 中学生の鳥取市訪問中止

小牧市 安養市 児童交流事業の延期決定

七城町 慶州市 (05年３月、合併して菊池市に)中学校の交流中止

泗水町 金堤市 (05年３月、合併して菊池市に)中学生サッカー交流延期

鹿央町 慶州市 (05年１月、合併して山鹿市に)中学生サッカー親善試合中止

矢部町 忠清南道 (05年２月、合併して山都町に)中学生との交流中止、訪韓内容変更

中央町 (04年11月、合併して美里町に)
中学生同士の交流見送り、訪韓内容変
更

牛深市 天安市 中学校訪問を含む中学生派遣を中止

南阿蘇6町村 扶餘市への中学生派遣を中止

苫小牧市 仁川市 中学生との交流中止、訪韓は実施

田尻町 堤川市 (06年３月、合併して大崎市に)中学校との交流延期

成田市 仁川市
社会人・小学生のサッカーチーム、仁
川市訪問中止

柳田村 安東市 (05年３月、合併して能登町に)７小学校が初等学校訪問を中止

下呂町 大田市 (04年３月、合併して下呂市に)中高生の大田市訪問を延期

豊橋市 晋州市 児童交流事業中止

城陽市 慶山市 91年１月22日 中学生派遣事業中止

岡山県 ソウル市
県立高校が修学旅行先のソウル市の高
校との交流会中止

高瀬町 陝川
96年７月13日、（06年１月、合
併して三豊市に）

中学生が陝川郡の訪問を延期

福岡県 麗水市
３高校が麗水国際青少年の祝祭への参
加中止

上対馬町 釜山市
86年５月16日（影島区）、（04年
３月、合併して対馬市に）

高校の「釜山管楽祭」への出演中止

福江市 訪韓を中止

下関市 釜山市 スポーツ3団体の釜山遠征自粛

太宰府市 扶餘邑
小中学生のホームステイ中止、訪韓は
実施

有田町 慶州市
小学生のスポーツ交流中止、訪韓は実
施

肥前町 金海市
小学生のホームステイ中止、釜山での
民泊に切替

大口市 南海郡
韓国からの高校生ホームステイ受入延
期、南海郡のサッカー大会には参加

五戸町 沃川郡
諭員団訪問、沃川郡中学生の五戸訪問
の中止、後に交流再開

串良町 全州市 (06年１月、合併して鹿屋市に)
小学生宅への全州市の初等学校児童の
ホームステイ延期

［出典］2001年７月の『朝日新聞』を基に筆者が作成した。
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